
熊谷市結婚新生活支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、婚姻により本市に転入し、又は市内で転居した低所得者の

世帯が新生活を始めるための費用を支援し、もって地域における少子化対策

の推進及び定住促進に資することを目的とし、予算の範囲内において補助金

を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、熊谷市補助金等の交付手続等に関する規

則（平成１７年規則第５９号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 新婚世帯 次のアからウまでのいずれかに該当する世帯をいう。 

ア 令和８年１月１日から令和９年３月３１日までの間に、婚姻届を提出

し、又は受理された日（以下「婚姻日」という。）において夫婦のいずれ

もが３９歳以下である世帯（イ又はウに該当する世帯を除く。） 

イ 令和７年度熊谷市結婚新生活支援補助金交付要綱（以下「旧要綱」とい

う。）第６条第３項の規定により補助金の交付決定を受けた世帯であって、

その交付額が旧要綱第５条に規定する補助上限額に達しなかった世帯 

ウ 旧要綱第７条第２項の規定による資格認定を受けた世帯 

⑵ 住居費 婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用及び住宅賃借費用

であって、次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ次に定める要件の全てを

満たすものをいう。 

ア 婚姻に伴う住宅取得費用（当該住宅の取得に係るローン返済費用（元本

部分に限る。）を含む。） 

（ア）補助金を申請する日（以下「申請日」という。）において、夫婦の双方

又は一方の住民票の住所が取得した住宅の住所となっていること。 

（イ）売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認できること。 

（ウ）令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間（以下「補助対象

期間」という。）に支払った費用であること。また、支払った額を領収

書等により確認できること。 

（エ）婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住

宅であって、当該取得日が婚姻日前１年以内であること。 

イ 婚姻に伴う住宅リフォーム費用（当該住宅のリフォームに係るローン返

済費用（元本部分に限る。）を含む。） 

（ア）申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、リフォーム



した住宅の住所となっていること。 

（イ）工事請負契約書又は請書により契約内容を確認できること。 

（ウ）補助対象期間に支払った費用であること。また、支払った額を領収書

等により確認できること。 

（エ） 婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機としてリ

フォームした住宅であって、当該リフォームの完了日が婚姻日前１年以

内であること。 

（オ） 婚姻を機に住宅をリフォームした際に要した費用のうち、住宅の機

能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工

事費用であること。ただし、倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェン

ス、植栽等の外構に関する工事費用については、対象としない。 

ウ 婚姻に伴う住宅賃借費用 

（ア） 申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、賃借した

住宅の住所となっていること。 

（イ） 賃貸借契約書により契約内容を確認できること。 

（ウ） 補助対象期間に支払った費用であること。また、支払った額を領収

書等により確認できること。 

（エ） 婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻を機として賃借した

住宅であって、その賃借日の初日が婚姻日前１年以内であること。 

（オ） 婚姻を機に住宅を賃借した際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼

金、共益費又は仲介手数料であること。 

⑶ 引越費用 婚姻に伴う引越費用 

ア 申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、引越後の住宅

の住所となっていること。 

イ 補助対象期間に支払った費用であること。また、支払った額を領収書等

により確認できること。 

ウ 婚姻日より前の引越にあっては、婚姻を機とした引越であって、その引

越日が婚姻日前１年以内であること。 

エ 婚姻を機に引っ越した際に要した費用のうち、引越業者、運送業者等へ

の支払に関する実費であること。 

（補助対象世帯） 

第３条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯（以下「補助対象新婚世帯」

という。）は、次のいずれにも該当する世帯とする。ただし、前条第１号イ又

はウに該当する世帯においては、第２号、第５号、第８号及び第９号を省略す

ることができる。 

⑴ 申請日において、夫婦の双方が同日から２年以上継続して居住する意思を



持って市内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に

よる住民登録を有していること。 

⑵ 申請日の属する年度の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が 

５,０００,０００円未満であること。ただし、申請日において貸与型奨学金

（地方公共団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された

資金をいう。以下同じ。）の返済を行っている場合の所得の額は、当該合算

した所得の額から当該所得の額の算定の基礎となる期間に返済した貸与型

奨学金の額の合計額に相当する額を控除した額とする。 

⑶ 夫婦の双方に市税（国民健康保険税を含む。）の滞納がないこと。 

⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による住宅扶助を受けて

いないこと。 

⑸ 夫婦の双方又は一方が、過去に結婚新生活支援事業その他これに類する補

助（他の自治体で補助を受給したことがある場合を含む。）を受けたことが

ないこと。 

⑹ 夫婦の双方又は一方が熊谷市暴力団排除条例（平成２５年条例第２８号）

第２条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

⑺ 夫婦の双方又は一方が、熊谷市住宅リフォーム資金 補助金の交付を受け

ていないこと。 

⑻ 夫婦の双方又は一方が外国籍である場合にあっては、当該夫婦の双方又 

は一方が申請日の時点で取得時から２年以上の期間の在留資格を現に所持

し、本市に２年を超える期間の居住する意思と在留資格の更新の見込がある

こと。 

⑼ 夫婦双方が次に掲げる講座又は相談に該当するものとして市長が別に定

めるものを補助対象期間内に受講し、又は実施していること。 

 ア ライフデザイン支援講座（乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見

交換を含む。） 

 イ プレコンセプションケアに関する講座 

 ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談 

 エ 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講座を含む。） 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、住居費及

び引越費用とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、１世帯当たり３００，

０００円（第２条第１号イに該当する世帯にあっては、３００，０００円から

その受給額を差し引いて得た額）を上限とする。ただし、補助金の額に１，０



００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、夫婦の双方又は一方が勤務先より住宅手 

当が支給されているときは、同項の合計額から補助対象期間に支給された住

宅手当の合計額に相当する額を控除した額とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象新婚世帯に属する夫婦のうち

いずれかの者は、熊谷市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書（様式

第１号）に次に掲げる書類又はその写しを添えて、補助対象期間の末日までに

市長に提出しなければならない。ただし、当該書類に係る事実がない場合にあ

っては第３号から第１１号までに掲げる書類の添付を、第２条第１号イ又は

ウに該当する世帯にあっては第１号から第３号までに掲げる書類の添付を省

略することができる。 

⑴ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書（本籍地が熊谷市でな

い者に限る。） 

⑵ 申請日の属する年度の夫婦双方の所得証明書（令和８年１月１日に本市に

住民登録を有していない者に限る。） 

⑶ 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 

⑷ 住宅の売買契約書及び領収書その他当該住宅の取得に係る費用について

の支払が確認できる書類 

⑸ 住宅の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る領収書その他当

該住宅の賃借に係る費用についての支払が確認できる書類 

⑹ 住宅リフォームの契約書及び住宅の機能の維持又は向上を図るために行

った修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用についての支払が確認できる

書類 

⑺ 住宅手当等の支給の有無が確認できる書類（様式第２号又は給与明細書等） 

⑻ 引越費用に係る領収書 

⑼ 熊谷市結婚新生活支援補助金共家事・共育て講座受講確認書（様式第３号） 

⑽ 医療機関への妊娠・出産に関する相談内容が確認できる書類（診療明細書

等） 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、補助対象期間に１回を限度とする。 

３ 市長は、第１項本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

熊谷市結婚新生活支援補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により

同項に規定する者に通知するものとする。 

（申請内容の変更等） 

第７条 前条第３項の規定により補助の決定の通知を受けた者（以下「交付決定



者」という。）は、その申請した内容について変更が生じたときは、速やかに

熊谷市新生活支援補助金変更交付申請書（様式第５号）に、当該変更に係る書

類又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを

承認したときは、熊谷市新生活支援補助金変更承認決定通知書（様式第６号）

により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第８条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、熊谷市結婚新生

活支援補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、熊

谷市結婚新生活補助金交付決定取消等通知書（様式第８号）を交付決定者に通

知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、補助金の全部又は一部を返還させるべきものと認められるときは、熊

谷市結婚新生活支援補助金返還請求書（様式第９号）により交付決定者に補助

金の全部又は一部の返還を請求するものとする。 

４ 交付決定者は、前項の請求書により補助金の全部又は一部の返還を命ぜら

れたときは、市長が別に定める日までに当該補助金を返還しなければならな

い。 

（報告等の求め） 

第１０条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は

書類の提出（次項において「報告等」という。）を求めることができる。 

２ 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければな

らない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 
３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日までに第６条第１項本文の規

定による申請をした者に係る第７条から第１０条までの規定は、同日後もな

お効力を有する。 
附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月１３日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和７年１月２７日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 


